
- 5 - 

 

付 託 事 件 等 審 査 結 果 報 告 

 

令和 ７ 年 ３ 月２５日 

薩摩川内市議会産業建設委員会 

委員長  宮 里 兼 実 

１ 委員会の開催日  

  ３月１０日 

２ 付託事件及び審査結果  

⑴ 議案第２７号 薩摩川内市総合運動公園の有料公園施設等の指定管理者の

指定について 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。  

⑵ 議案第２８号 薩摩川内市藺牟田池自然公園施設及び薩摩川内市祁答院生

態系保存資料施設の指定管理者の指定について 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。  

⑶ 議案第２９号 道路メンテナンス事業飯母橋橋梁上部工工事請負契約の締

結について 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。  

⑷ 議案第３０号 ５災第１号市道江石里線道路災害復旧工事請負契約の変更

について 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。  

⑸ 議案第３１号 薩摩川内市入来公園施設の指定管理者の指定について 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。  

⑹ 議案第３２号 都市公園（川内地域及び樋脇地域）の指定管理者の指定に

ついて 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。  

⑺ 議案第３３号 都市公園（樋脇地域）及び普通公園（入来地域及び祁答院

地域）の指定管理者の指定について 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。  

⑻ 議案第３４号 普通公園（川内地域）の指定管理者の指定について 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。  

⑼ 議案第３５号 普通公園（川内地域、樋脇地域及び東郷地域）の指定管理

者の指定について 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。  

⑽ 議案第３６号 普通公園（樋脇地域）の指定管理者の指定について 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。  

⑾ 議案第３７号 普通公園（東郷地域）の指定管理者の指定について 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。  

⑿ 議案第３８号 普通公園（里地域）の指定管理者の指定について 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。  
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⒀ 議案第３９号 普通公園（上甑地域）の指定管理者の指定について 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。  

⒁ 議案第４０号 普通公園（下甑地域）の指定管理者の指定について 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。  

⒂ 議案第４１号 普通公園（鹿島地域）の指定管理者の指定について 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。  

⒃ 議案第４２号 薩摩川内市寺山いこいの広場の指定管理者の指定について 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。  

⒄ 議案第４３号 薩摩川内市営住宅条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。  

⒅ 議案第４４号 薩摩川内市一般住宅条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。  

⒆ 議案第４７号 令和６年度薩摩川内市天辰第一地区土地区画整理事業特別

会計補正予算 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。  

⒇ 議案第４８号 令和６年度薩摩川内市天辰第二地区土地区画整理事業特別

会計補正予算 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。  

(21) 議案第４９号 令和６年度薩摩川内市入来温泉場地区土地区画整理事業特  

別会計補正予算 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。  

(22) 議案第５６号 令和７年度薩摩川内市天辰第一地区土地区画整理事業特別  

会計予算 

  本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。  

(23) 議案第５７号 令和７年度薩摩川内市天辰第二地区土地区画整理事業特別  

会計予算 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。  

(24) 議案第５８号 令和７年度薩摩川内市入来温泉場地区土地区画整理事業特  

別会計予算 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。  

(25) 陳情第  １  号 川内港の整備促進及び貿易振興に関する陳情  

本陳情については、「市民から川内港を大きくして欲しいという声があま

り聞かれない中で、市民にとって経済的な恩恵があるのかどうかも不明であ

る」という旨の反対討論と、「川内港の整備については、市議会も、市当局

と一体となって、鹿児島県に対し要望を行っている」という旨の賛成討論が

それぞれ述べられ、採決の結果、起立多数により、採択すべきものと決定し

た。 



- 7 - 

 

３ 所管事務の調査結果 

各課所の事務について所管事務調査を行った。なお、調査の過程において述

べられた意見・要望の概要は、次のとおりである。 

 ⑴ スポーツ推進委員による部活動の地域移行との関わりについては、市の業

務の所管が異なることで支障が生じることのないよう、中学校の生徒が主役

であることを念頭に、教育委員会との連携が図られるよう取り組まれたい。 

 ⑵ 入会林野をはじめとする山林の伐採については、数年前からその後の植林

が行われていない箇所が増えてきており、災害の発生や環境への影響が危惧

されることから、適切な対策を講じられたい。 
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付 託 事 件 等 審 査 結 果 報 告 

 

令和 ７ 年 ３ 月２５日 

薩摩川内市議会産業建設委員会 

委員長  宮 里 兼 実 

１ 委員会の開催日  

  ３月１０日 

２ 付託事件及び審査結果  

⑴ 議案第４５号 令和６年度薩摩川内市一般会計補正予算のうち本委員会付

託分 

本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

⑵ 議案第５３号 令和７年度薩摩川内市一般会計予算のうち本委員会付託分  

本案については、「物価高騰が市民の暮らしに影響を及ぼす中、特に畜産

農家に対する飼料などの補助が不十分である。また、市民から強く要望され

ている道路維持予算が十分に確保されていない」という旨の反対討論と、

「各部が実施する事業の目的や予算額、また市全体における予算の配分など

適切な措置である」という旨の賛成討論がそれぞれ述べられ、採決の結果、

起立多数により原案のとおり可決すべきものと決定した。  

なお、審査の過程において、インバウンド推進事業については、本市を訪

れる外国人に、より楽しんでもらえるよう、きゃんぱく事業などの魅力ある

事業との連携を検討されたい旨の意見が述べられた。 

 


